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宮崎県中山間地域振興計画概念図 

 生活インフラを支える事業者の
撤退（医療・介護、交通・物流、
小売、金融）   

 → 事業所や住宅が分散する中山 
  間地域においては、事業者に 
  とっては採算がとりにくい 
 →フルセットのサービス提供に 
  限界 
   

 担い手不足 
 
 働き方に対する若い世代の希望と 
  現実のミスマッチ 
 
 資源管理・国土保全上の問題 

 
 集落単位で取り組まれてきた 
 地域活動の減退・消失危機 

重点施策 

産業・地域活動 
                   の減退 

【引き続き取り組む中山間地域の土台づくり】  
 道路、河川等の社会資本整備、農村基盤整備、漁港基盤整備、森林整備 等 
 生活排水対策、森林の多様性の確保、自然エネルギーの活用 等 
 文化芸術活動に親しむ機会の確保、家畜伝染病の予防 等 

中山間地域の振興に関する基本方針 
 ・「中山間地域」の定義（第２条） 
 ・振興計画の策定（第７条第１項）  

宮崎県総合計画 
 「未来みやざき創造プラン」 

長期ビジョン(2030年を展望） 
 

  アクションプラン（2019～2022年度） 

部門別計画  

連動 

根拠 

宮崎県中山間地域振興条例 

宮崎県中山間地域振興計画 

令和元(2019)年度～令和４(2022)年度 

  

目指す将来像 

 産業の振興 

推 進 体 制 

• 県、市町村、住民等の連携・協働 
• 「中山間地域をみんなで支える県民運動」の展開 
• 県における推進体制（中山間地域対策推進本部、中山間地域振興協議会、調査研究体制） 
 

計画期間 

継続して取り組む基盤づくり  県土づくり  環境の保全 

 人口減少や少子高齢化によって生じる様々な課題等に対して、創
意と工夫により、地域が一体となってその課題解決に取り組みなが
ら、くらしを守り、長年にわたって築かれてきた固有の文化や歴史
を引き継いでいける中山間地域 

 人口減少下においても、将来にわたって安心して住み続けられるよう、「ひと」「くらし」
「なりわい」の維持・確保に取り組みながら、創意工夫により地域が一体となって、長年にわ
たって築いてきた固有の文化や歴史を引き継いでいける中山間地域 

 戦略的な移住・定住の促進 
 地域を担う次世代の育成 
 外部人財の活力の取り込み   

ひ と 

 多様な主体の参画・住民との協働 
 生活を支える機能の維持と連結 
 医療・介護の確保と地域で支え合う 
           仕組みづくり 
 地域公共交通の確保 
 防災・減災のための体制づくり 

くらし 
「宮崎ひなた生活圏づくり」 

なりわい 

 担い手の確保 
 時代に合った経営形態の創出 
 地域資源を生かした稼ぐ力の向上 
 里地里山の保全 
 新しい技術や手法の導入 
 集落ぐるみのなりわい維持 





計 画 本 文





中山間地域は、県土の約９割を占め、豊かな自然や伝統文化など貴重な地域資源を有す
るとともに、県民の約４割が暮らす生活の場です。森林整備や農業生産活動等を通じた県
土の保全、水源のかん養、食料の供給機能など、都市部の人々の暮らしに重要な役割を果
たしています。

本県は、こうした中山間地域の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、
平成23(2011)年３月に「宮崎県中山間地域振興条例」（平成23年宮崎県条例第20号。以下
「条例」という。）を制定し、同年９月に「宮崎県中山間地域振興計画」を策定（平成27(2
015)年７月に改定）しました。

前計画（計画期間：平成27(2015)年度～平成30(2018)年度）では、「持続可能な中山間
地域づくり」を基本目標とし、「仕事がある中山間地域づくり」、「子育て環境等の整備と
移住・定住の促進」、「集落の維持・活性化と新たな絆の創造等」及び「安全・安心な暮ら
しの確保」を重点施策として掲げ、その推進を図ってきました。

こうした取組の結果、本県への移住世帯が増加するとともに、鳥獣被害対策への取組に
より被害額が減少するなど、一定の成果が現れている一方で、人口減少・少子高齢化に歯
止めがかからない状況にあり、今後、中山間地域を取り巻く環境はますます厳しくなるこ
とが予想されます。

このようなことから、最新の人口推計や近年の社会情勢、国の動き等を踏まえ、中山間
地域における今後４年間に取り組むべき施策の重点化を図るため、本計画の改定を行うこ
ととしました。

改定計画の期間は、令和元(2019)年度から令和４(2022)年度までの４年間とします。

この計画における「中山間地域」とは、条例第２条第１項に規定する次の区域とします。

(１) 離島振興法（昭和28年法律第72号）第２条第１項の規定により離島振興対策実施
地域として指定された区域

(２) 山村振興法（昭和40年法律第64号）第７条第１項の規定により振興山村として指
定された区域

(３) 半島振興法（昭和60年法律第63号）第２条第１項の規定により半島振興対策実施
地域として指定された区域

(４) 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律
（平成５年法律第72号）第２条第１項に規定する特定農山村地域

(５) 過疎地域自立促進特別措置法（平成12年法律第15号）第２条第１項に規定する過
疎地域（同法第33条各項の規定により過疎地域とみなされる区域を含む。）

(６) 前各号に掲げるもののほか、これらに類する地域として規則で定める区域

１ 計画改定の趣旨等

２ 計画期間

３ 計画の対象地域

第１章 はじめに

1



中山間地域の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、適切な進行管理を
行うとともに、この計画に基づいて行った主な施策に関して、毎年、議会に報告すること
としています（条例第７条第２項）。

４ 計画の進行管理
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